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健康家庭祝金は、前年中に保険給付を受けておらず、組合員本人が健康診査を受診している世帯が受給できます。

インフルエンザ
の予防接種は年
２回、１回2,000
円の補助が受け
られます

〈令和４年度歳入歳出決算書〉
（歳入の部）	 （歳出の部）	 （単位：円）

内　　　訳 予 算 額 決 算 額 比　　較 内　　　訳 予 算 額 決 算 額 比　　較
１　国民健康保険料 1,837,724,500 1,810,178,400 △27,546,100 １　総　　務　　費 65,075,274 63,801,746 △1,273,528
２　保 険 給 付 費 9,650,946 37,563,155 27,912,209 ２　国民健康保険料 1,837,724,500 1,810,178,400 △27,546,100
３　保 健 事 業 費 6,718,640 4,595,656 △2,122,984 ３　保 険 給 付 費 9,650,946 37,165,371 27,514,425
４　本 部 支 出 金 69,145,172 70,376,664 1,231,492 ４　保 健 事 業 費 6,968,640 4,824,115 △2,144,525
５　県　支　出　金 0 0 0 ５　積　　立　　金 4,000,000 4,000,000 0
６　財　産　収　入 200 86 △114 ６　諸　支　出　費 1,790,717 1,559,580 △231,137
７　繰　　入　　金 272,426 772,658 500,232 ７　予　　備　　費 6,591,505 0 △6,591,505
８　繰　　越　　金 6,498,681 6,498,681 0
９　諸　　収　　入 1,791,017 1,560,909 △230,108
合　　　計 1,931,801,582 1,931,546,209 △255,373 合　　　計 1,931,801,582 1,921,529,212 △10,272,370

１．総務（庶務・経理）について
⑴　新型コロナウイルス感染症について
　　新型コロナウイルス感染拡大は４年目となり、新規陽性者数が大幅に増加す
る時期もありましたが、徐々に減少傾向に転じ、令和５年３月13日からは、マ
スクの着用ルールが見直されました。また、令和５年５月８日からは、感染法
上の５類に見直されました。
　　福島県内においても、同様に新規陽性者数も大幅に増加する時期もありまし
たが、徐々に減少傾向に転じております。
⑵　国民健康保険料の減免措置について
　　国民健康保険料の減免措置が行われ、428件（コロナ：414件）でした。
⑶　「組合員の職種及び種別に関する調査」の実施について
　　新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響で令和２年度に実施を予定してい
た「組合員の職種及び種別に関する調査」は令和３年度より、県支部及び出張
所で取り組みました。
　　調査票の本部への提出期限は令和４年７月末とし、就労形態等の変更による
保険料種別の変更は令和４年10月となりました。
⑷　中建国保福島県支部の組合員は、昨年度より170人減少し、5,159人となりま
した。
　　また、満年齢75歳を迎える組合員は、毎月、後期高齢者医療制度に移行する
ことを踏まえれば、組合員の拡大を恒常的に行うことが求められています。特
に、医療費節約の観点から若い組合員の拡大を出張所に要請してきました。中
建国保福島県支部組合員の推移は下記のとおりとなりました。
　　　　令和３年３月末の組合員数　5,402人（対前年比－ 17人）
　　　　令和４年３月末の組合員数　5,329人（対前年比－ 73人）
　　　　令和５年３月末の組合員数　5,159人（対前年比－170人）
⑸　年５回支部運営委員会を開催しました。
⑹　県北・浜地区の７出張所を対象に出張所業務・会計処理指導点検を11月に実
施し、業務・会計処理の適正化を指導しました。
⑺　福島県支部会計監査を年２回実施しました。
⑻　令和４年度功労者及び永年勤続職員等の表彰として、髙橋正男さん（須賀
川）、田中光雄さん（須賀川）、及川秀朝さん（県支部）が表彰されました。
⑼　令和４年国民健康保険中央会表彰として、清野勝聖さん（いわき）が表彰さ
れました。
⑽　保険料の滞納者対策について出張所から相談があり、全建総連福島の顧問弁
護士署名の請求を行い、一定の改善が図られました。
⑾　歳入歳出については別紙決算書を参照してください。

２．保健事業（趣旨普及・保健事業推進）について
⑴　生活習慣病予防推進事業及び健康診査事業については、支部及び出張所で活
動計画書を策定し事業を推進しました。
　　具体的には、生活習慣病予防推進本部大会や研修会等を開催し、特定健診の
受診勧奨をしました。
　　健康診査事業では、特定健診の集団健診では（公財）福島県労働保健セン
ターを始めとする委託健診機関と連携し、全出張所で集団健診を実施しまし
た。残念ながら特定健診受診目標の70％は達成できませんでしたが、福島県支
部として61.9％の受診率となり、昨年から0.4ポイントのプラスとなりました。
また、東白川（86.0％）・本宮（83.3％）・新白河（82.9％）・原町（82.1％）・
相馬（79.4％）・飯坂（70.0％）の６出張所が70％を超えました。40歳未満の
組合員・家族の受診率は目標の40％を超え41.2％となり昨年より1.7ポイント
の減少となりました。コロナ禍の中、受診率向上にご尽力いただきました役職
員・組合員・家族の皆様のご協力に御礼を申し上げます。なお、目標を達成し
た出張所には表彰状及び記念品を贈りました。
　　特定保健指導については、重点地域を設け実施してきました。
⑵　保健事業推進事業として
　　保健師や健診機関と連携し昨年の健診結果でリスクが高かった被保険者に対
して医療機関への受診勧奨を27会場593名に対し実施してきました。
　　また、特定健診未受診者及び健診結果でリスクが高かった方向けのチラシを
作成し、受診勧奨を呼びかけました。
⑶　健康体力づくり教室は23会場1,319人参加しました。昨年より、参加者が177
人増加しました。
⑷　令和５年３月から４月上旬に保険証更新会等で、組合員に新年度の被保険者
証を交付しました。
⑸　令和４年度健康家庭祝金（前年中に保険給付を受けておらず、組合員本人が
健康診査を受診している世帯）を受給したのは176世帯で、昨年より７世帯の
減少でした。
⑹　保養施設補助金支給は94件で昨年より７件の減少でした。
⑺　インフルエンザ補助金支給は1,274件で昨年より316件の減少でした。
⑻　肺炎球菌予防接種補助金支給は13件で、昨年より５件の減少でした。
⑼　住宅改修補助金支給は０件で、昨年より１件の減少でした。
⑽　『中建国保だより』への投稿者

　①　令和４年９月号　「わが家のアイドル」　古市洋子さん
　②　令和４年度『中建国保だより』みんなの広場及びクイズへの福島県支部組
合員の応募総数は58人でした。

　③　『中建国保だより』（かていばん）を全世帯に配布しました。
⑾　『中建国保福島県支部だより』を年４回発行しました。

３．保険給付について
⑴　療養の給付、保険外併用療養費、療養費及び訪問看護療養費の支給は、７割
給付としました。ただし、70歳以上の被保険者（現役並み所得者を除く）及び
義務教育就学前（６歳に達する日以後の最初に３月31日以前）の乳幼児は８割
給付としました。療養費（柔道整復を含む）の支給件数は3,267件で昨年より
319件の減少でした。
⑵　高額療養費については、保険医療にかかる一部負担金の支払額が自己負担額
を超えたとき支給し、支給件数は2,541件で昨年より33件の減少でした。
⑶　高額介護合算制度については、支給はありませんでした。
⑷　出産育児一時金については、42万円で、支給件数は40件で昨年より23件の減
少でした。
⑸　出産手当金については、出産前25日と出産後40日の計65日以内で支給し、０
件で昨年より１件の減少でした。
⑹　葬祭費は１人の死亡について、組合員７万円、家族５万円を支給し、支給件
数27件で昨年より４件の減少でした。
⑺　償還金の支給については、償還金は組合員の一部負担金が17,500円を超えた
とき、超えた額を別に定める支給要領により支給し、支給件数は787件で昨年
より164件の減少でした。
⑻　傷病手当金の支給については、組合員が療養の給付を受け、５日以上労務に
服することができなかったときは、３年間をひとつの単位としてその期間内に
入院45日、入院外45日を限度として支給し、支給件数は861件（うち、コロナ
感染症に特化した傷病手当金596件）で昨年より553件の増加でした。
⑼　食事療養費標準負担額減額差額の支給については、認定証の交付を受けられ
なかった、あるいは保険医療機関の窓口に提出できなかったときは、実際に保
険医療機関の窓口で支払った標準負担額と、標準負担額減額により支払うべき
額との差額を支給し、支給はありませんでした。
⑽　支給又は不支給の要件等については、国民健康保険法令、介護保険法、組合
規約ならびに規程の定めるところにより取り扱いました。

４．審査について
⑴　不当利得返納金・第三者納付金の徴収促進について
　　資格喪失時の保険証回収の徹底が不当利得返納金減額につながるため周知を
図りました。
⑵　傷病原因調査報告書の提出について
　　適正な保険から適正な給付を受けていただく事を目的とし、外傷性の疑いの
ある病名を対象に傷病原因調査を毎月行ってきました。
　　組合員へ迅速な給付を行えるよう傷病原因調査報告書の早期回収を徹底しま
した。その結果、過怠金対象者はいませんでした。
⑶　アスベスト読影とじん肺・アスベスト二次検診の実施について
　　福島県支部は「ひらの亀戸ひまわり診療所」と「じん肺・アスベストによる
胸膜の変化」についてのみの読影をする「再読影（アスベスト読影）契約」を
しており、同意した方のみ集団健診で撮影された胸部レントゲンを「ひらの亀
戸ひまわり診療所」に送り再読影（アスベスト読影）を行ってきました。
　　また、ひらの亀戸ひまわり診療所の専門医によるじん肺・アスベスト二次検
診を２回（７／30、12／10）実施し12人が受診しました。また、アスベスト疾
病における個別フォローアップ診療を５回（４／13、６／７、８／10、10／
12、２／８）実施し15人が受診しました。
⑷　医療費の節約にむけて
　①　保険料地区割表における福島県支部のランクの年度経過
　　◦平成31年度４ランク（２ランク下がり：他県支部より400円保険料引き下げ）
　　◦令和２年度５ランク（１ランク上がり：他県支部より200円保険料引き上げ）
　　◦令和３年度６ランク（１ランク上がり：他県支部より200円保険料引き上げ）
　　◦令和４年度４ランク（２ランク下がり：他県支部より400円保険料引き下げ）
　②　医療費節約に向けて、機関会議や機関紙等で医療費節約の宣伝を強化しま
した。

　　　また、健康体力づくり教室、被保険者証交換会等で中建国保「医療費節約
10ヵ条」で記載されている「同一疾病での不要な医者のはしご受診や、急病
のとき以外の休祭日や診療時間外の受診」は極力さけるよう、組合員に協力
をお願いしました。

　③　健康増進・医療費節約にむけたスローガンを確認しました。
　　　スローガン「保険料地区ランクを１ランク下げて、保険料200円の減額を
達成しよう。」

　④　若い組合員の加入促進をしました。
　　　若い組合員が加入することにより一世帯あたりの医療費は相対的に減額さ
れることから、若い組合員の組織拡大に努めました。

中建国保福島県支部　令和４年度事業報告

剰余金の処分について下記のとおり処分します。
　　　令和５年度会計に繰越す額� 10,016,997円

自　令和４年４月１日
至　令和５年３月31日
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家族に異動があった場合は速やかに出張所へ申請してください。

　　　　 

　※お申込みについては 
　　　各組合までお問合せください。


